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は じ め に

難民問題と武力紛争との関連は, 今日きわめ

て重要な論点である｡ 周知のように, 武力紛争

によって引き起こされた非自発的な移動は必ず

しも狭義の難民 (refugees) の定義に含まれ

ない(注１)｡ しかし, 国連難民高等弁務官事務所

(UNHCR) などによる現実の難民支援活動の主

たる対象は, 武力紛争の被害者たちである｡ 国

際法上の定義はさておき, 現実の難民問題の大

半は武力紛争によって創り出されている(注２)｡

武力紛争によって引き起こされる難民問題は,

とりわけアフリカ(注３)において深刻である｡ U

NHCRの評価・政策分析ユニット長であるクリ

スプは, �アフリカ諸国は世界総人口の12％を

占めるに過ぎないが, 世界難民総数1150万人の

28％ (320万人), 世界の国内避難民 (internally

displaced persons) 総数2000万人の半分近く

(950万人) がアフリカ大陸に存在する�として,

アフリカ難民の重要性に注意を促している

[Crisp 2000, 158]｡ 彼が1990年代のアフリカに

おける主たる難民問題の発生地として挙げてい

るのは, リベリアやシエラレオネを中心とする

西アフリカと, コンゴ民主共和国 (以下, コン

ゴと略記する) やルワンダ, ブルンディを中心

とする中部アフリカであり [Crisp 2000, 158],

いずれもその主因は武力紛争である｡ アフリカ

統一機構 (OAU) は, 戦争や内乱の結果国外へ

の避難を余儀なくされた人々も難民の定義に加

えた条約を早くも1969年に採択したが(注４), ア

フリカ諸国では従来から武力紛争と難民問題と

が密接に結びついてきた｡

武力紛争と難民問題とは双方向的な因果関係

を持つ｡ 武力紛争の結果として難民問題が発生

するのみならず, 難民の存在はしばしば武力紛

争の原因となる｡ ルワンダを中心とする大湖地

域はその典型例だが, リベリアやシエラレオネ,

スーダンやエチオピアなどアフリカ各地で難民

の存在が武力紛争の引き金となり, 政治変動に

応じて多数の難民が複雑な流出入を繰り返して

きた(注５)｡ 今日のアフリカにおいて, 難民はし

ばしば, �戦火や災害に追われた人々�という
性格と, �武力紛争の主体と深いつながりを持
つ人々�という性格を同時に持つ｡
この点は, 難民政策との関連で重要な含意を���
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有する｡ 近年の国際社会では, 難民問題の恒久

的解決方法として �自発的帰還� (voluntary
repatriation) に力点が置かれている(注６)｡ 難民

の自発的帰還が望ましいことは当然だが, 上記

の現象を念頭に置くならば, それが必ずしも問

題の根本的解決を意味しないことは明らかであ

る｡ 難民問題の根本的な解決を考えれば, その

主因である武力紛争の抑止, 政治の安定を視野

に入れざるを得ない｡ 難民に直接関係する領域

に議論を限定しても, 難民の帰還が引き起こす

問題に対してより注意を払う必要がある｡ 仮に,

難民帰還が社会の緊張を高め, 再び紛争の契機

になるとしたら, 帰還に向けた努力は無に帰し

てしまう｡ 難民帰還に伴って生じる困難の代表

例として, 土地問題を挙げることができる｡ ア

フリカをはじめ難民の大半を抱える発展途上国

では, 難民の大部分はもともと農耕や牧畜に従

事していた人々である｡ したがって, 彼らが帰

還すれば, その直後から生業を営むための土地

が必要となる｡ そして, 帰還難民向け土地の確

保は, もともとの居住民との関係上, 難しい問

題を提起する｡

アフリカの難民問題に関わる以上の論点に鑑

みて, ルワンダの事例研究は重要な意味を持つ｡

武力紛争と難民問題の双方向的な関係性は, ル

ワンダにおいて明瞭に看取できる｡ 独立直前の

政治変動は従来の統治体制を崩壊させ, 結果と

して周辺国に多くの難民を流出させた｡ 約30年

後, その難民の第二世代を中核として組織され

たルワンダ愛国戦線 (Rwandan Patriotic Front:

RPF) の侵攻によって1990年に内戦が勃発し,

94年には激しい戦闘と虐殺を経て RPF主導の

政権が樹立された｡ 内戦に勝利した RPF政権

は国民和解を謳い, あらゆる難民に帰還を呼び

かけた｡ しかし, 難民の帰還は新たに様々な問

題を生み出しており, とりわけ土地問題は深刻

である｡ ルワンダはアフリカ屈指の人口稠密国

であり, 1994年までルワンダを統治したハビャ

リマナ政権は, 人口過剰と土地不足を口実に難

民帰還を拒絶し続けてきた｡ ところが, RPF

が政権を獲得するやいなや, 膨大な数の難民が

周辺国から帰還した｡ この時入れ替わりに, や

はり膨大な数の難民がルワンダから流出したが,

約２年後にその大部分は帰還した｡ こうして内

戦後のルワンダは, 深刻な帰還民問題に直面す

ることになったのである｡ 難民帰還が土地問題

に与えたインパクトは, 当然ながら甚大である｡

ルワンダの難民問題に関しては, 国際社会も

高い関心を示してきた｡ ただし, それは主に国

外に流出した難民の問題であって, 難民が帰還

した後は関心が薄まった(注７)｡ 難民帰還の影響

に焦点を当てた調査研究も乏しく, 集村化政策

について若干の研究がなされているだけである
(注８)｡ 本稿では, 筆者らが1999年以降実施して

いる実態調査に基づいて, 内戦後のルワンダ農

村が直面する土地問題について分析する(注９)｡

帰還した大量の難民たちはどのようにして土地

を獲得したのか, そうした措置がなぜ可能となっ

たのか, それによっていかなる問題が生じつつ

あるのか, といった点を２つの調査地の比較を

通じて検討する｡ 筆者らの調査は小規模なもの

であるが, 難民帰還をめぐる土地問題の実態と

その発現の仕方を一定程度明らかにできると考

える｡

本稿の構成は次の通りである｡ まず, 第Ⅰ節

で, ルワンダの現代史を概説し, そこで武力紛

争と難民問題とが深く関わってきたことを示す｡

第Ⅱ節では筆者らが1999年以来実施している調
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査の概要と調査地の特徴を説明する｡ 第Ⅲ節と

第Ⅳ節では, それぞれの調査地から代表的な土

地問題の事例を紹介する｡ 第Ⅴ節では, ２つの

調査地で土地問題の発現の仕方に差異があるこ

とに着目し, その原因を検討する｡ 以上の作業

を通じて, 難民帰還が今日のルワンダにもたら

した土地問題の全体像を明らかにしたい｡

本稿は, 第一義的にはルワンダの難民帰還に

関する実態報告であるが, 難民研究 とりわ

け重要性が指摘されつつもなお蓄積が乏しい帰

還民研究(注10) への貢献を念頭に置いている｡

本稿が扱うルワンダの事例は, 以下の３点に関

して重要な含意を持つ｡ 第１に, 国民の所得水

準が低い, いわゆる �貧しい�国に難民が帰還
した際に起こりうる問題である｡ 自発的帰還の

推進政策については, 事実上先進国が難民の社

会統合のコストを発展途上国に押しつけるもの

だという批判がある [Chimni 1999, 13]｡ 最貧

国ルワンダの事例は(注11), 大量の難民帰還が低

所得国にもたらすインパクトを考えるうえで重

要である｡ 第２に, �受け入れ国での滞在が長
期化した難民�(protracted refugee) の帰還に

伴う諸問題である｡難民帰還が進まず,受け入れ

国での滞在が長期化する傾向は,近年とりわけ

アフリカで問題視されるようになっている(注12)｡

難民生活が長くなれば, 難民としての日常生活

はもちろん, 帰還後の再統合に際しても様々な

困難が生じうる｡ 約30年を経て帰還したルワン

ダ難民を対象とする本稿の分析は, この問題を

考えるうえで重要な含意を有する｡ 第３に, 難

民の政治化という問題である｡ 難民と武力紛争

が双方向的な因果関係を持つとき, 難民が紛争

当事者と政治的な結びつきを持つ (あるいは,

持つと見なされる) ことがしばしばある｡ 政治

環境の変化に伴って彼らが帰還するときいかな

る問題が生じるのか, 本稿はひとつの典型例を

示すことになる｡

Ⅰ ルワンダの政治変動と難民

ルワンダの土地問題は過剰人口と結びつけて

論じられることが多い｡ 確かに, ルワンダはア

フリカでは最も人口稠密な国のひとつであり,

1990年のセンサスによれば, 人口密度は全国平

均で平方キロメートル当たり271人と非常に高

い水準にある [République rwandaise 1991]｡

しかし, 土地紛争の原因は, 人口密度の高さや

狭隘な耕地面積だけに帰せられるものではない｡

政治的要因もまた重要である｡ ルワンダでは植

民地化以前から土地を介した支配従属関係が形

成され, 政治的権力者が自分の支配地から臣下

を恣意的に追放したり, 逆に側近を入植させる

など, 土地分配への介入を行ってきた｡ 加えて,

独立前後には政治体制の変革が起こり, 多数の

難民が発生する事態に至った｡ こうした政治変

動によって土地をめぐる権利関係が錯綜し, 紛

争を生みやすい条件が農村社会に形成されてき

た(注13)｡ 最近の土地問題も, 独立前後以降ルワ

ンダが経験した政治変動から直接的な影響を被っ

ている｡ その動きをここで整理しておこう｡

独立に向けた政党間の権力闘争をきっかけと

して1959年11月に起こった衝突は, ルワンダ史

上初めてトゥチ, フトゥというエスニック集団

間の暴力へと発展し, 植民地当局がフトゥ・エ

リートを軍事的に支援したことから, �社会革
命�と呼ばれる体制変革に至った(注14)｡ それま

でトゥチ・エリートがほぼ独占していた政治・

行政ポストは短期間のうちにフトゥ・エリート���
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に代替され, 王制は廃止された｡ この過程で少

なくとも数百人が犠牲となり, トゥチを中心と

する大量の難民が周辺国へ流出した｡ 1961～63

年にかけて, 彼らは国外から何度か武力侵攻を

企てたが失敗し, それがルワンダ国内のトゥチ

に対する報復と迫害を招いて, さらなる難民化

をもたらした(注15)｡

独立前後に流出した難民の規模についてはい

くつかの説があり, 推計にはかなりの幅が

ある(注16)｡ ただし, 人口規模から難民数を推計

すれば, 20万人前後という数字が最も妥当性が

高い(注17)｡ ここでは, �社会革命�の結果とし
て, 1960年代前半までにトゥチを中心とする大

量の難民が周辺国に流出したことを押さえてお

きたい(注18)｡

難民が流出した後, その保有地がどのように

処理されたのかはほとんどわかっていない｡

1960年７月11日付政令 (de
�
cret) によって, ル

ワンダの土地は慣習法が適用される地域 (主と

して農村部) と成文法が適用される地域 (主と

して都市部) に分けられた｡ 慣習法適用地域に

おける土地の配分は, 通常は家族や親族の意向

が尊重されたものの, 最終的には地方行政機構

であるコミューン (Commune) が管理するこ

ととされた(注19)｡ そのため, 放牧地, 無主地,

低湿地, そして植林地の一部は共有地としてコ

ミューンが管理し, 申請に応じて農民に払い下

げられた [Andre
�

and Lavigne-Delville 1998,

161]｡ 流出した難民の土地についても, 権利を

継承する親族がいない場合は, コミューンがそ

の管理にあたった｡ 次節以降で見るように, こ

うした経緯で地方行政当局を経由して移転され

た土地が, 内戦後に帰還した難民との間で係争

事項になっている｡

ルワンダ史上最大規模の難民流出入を引き起

こしたのは, 1990年代の内戦と大虐殺である｡

1990年10月, RPFの侵攻によって, 内戦の火

蓋が切って落とされた｡ RPFの中核は, 独立

前後にウガンダに逃れたルワンダ難民の第二世

代であった｡ ルワンダ難民はウガンダの歴代政

権から様々な対応を受けてきたが, ムセヴェニ

(Y. Museveni) 率いるゲリラ活動に参加し,

1986年の政権樹立に際して重要な役割を演じて

いた(注20)｡ 内戦勃発後しばらくすると戦況は膠

着し, 1993年には和平協定 (アルーシャ協定)

によって, 難民帰還や権力分有について合意さ

れた｡ しかし, 1994年４月６日のハビャリマナ

大統領搭乗機撃墜事件を契機として, トゥチお

よび反政府勢力のフトゥ要人に対する殺戮が全

土で繰り広げられ, 同時に激烈な内戦が再開さ

れた｡ 約３カ月後に RPFが内戦に勝利し, 新

政権を樹立したが, その間に50万人以上が虐殺

された｡

1990年代の内戦は膨大な難民の流出入を生じ

させた｡ 内戦勃発とともに当局が国内のトゥチ

一般市民に対する迫害を強めたため, トゥチの

国外流出が始まっていたが, 1994年４月以降の

虐殺はその流れを加速させ, 虐殺を逃れたトゥ

チのほとんどが国外に避難した｡ その一方で,

RPFが制圧した地域ではフトゥを中心とする

一般市民が逃亡し, RPFが７月に首都を制圧

すると, 旧政権派要人と一般市民とが膨大な数

の難民となって周辺国に流出した｡ それと同時

に, 長年周辺国で生活してきた難民が雪崩を打っ

てルワンダに帰還した｡

表１に, 1994～99年の帰還難民数を示す｡ こ

の表では, 帰還難民は �旧難民�と �新難民�
とに分類されている(注21)｡ 旧難民とは, �社会

難民帰還と土地問題

���



革命�を契機として独立前後に出国した難民と
その子孫を指し, ほとんどがトゥチである｡ 一

方, 新難民とは, 1994年の内戦激化と政権交代

に伴って難民化した人々であり, ほとんどがフ

トゥである｡ 表１は, 難民帰還の規模の大きさ

と, ２種類の難民帰還の時期的なズレを明らか

にしている(注22)｡ 旧難民の帰還が政権交代直後

の1994年に集中しているのに対し, 新難民の場

合は96年にピークを迎え, 99年にもなお相当数

の帰還が続いている｡ これは, フトゥ・エリー

トが政権を掌握していた間に帰還できなかった

旧難民が, RPF政権成立とともに大挙してル

���

表１ 内戦後の難民帰還数推計
(単位：人)

(出所) Office of United Nations Resident Coordinator for Rwanda, Common Country Assessment

Papers, No.３ (Resettlement & Reintegration), p.２.

(注) �旧難民�, �新難民�の区別については本文を参照のこと｡
1) 政府統計による｡
2) 北西部の掃討作戦による新たな避難民｡
3) UNOCHA (United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)による｡

1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年

総人口(100万人)�旧難民�帰還者�新難民�帰還者
国内避難民数

5.22
900,0001)

200,0001)

1,000,000

5.7
146,476
79,302
n.a.

6.17
28,646

1,271,936
n.a.

7.67
19,615
199,183
n.a.

7.88
7,723
3,167
720,0002)

8.1
890

19,337
40,0003)

図１ ルワンダの行政区分と調査地の位置
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ワンダに流入したこと, また旧政権派に連れら

れて周辺国に逃亡した人々がしばらく難民キャ

ンプに留まった後, 隣国コンゴの内戦勃発を契

機に1996年末以降帰国の途についたことを示し

ている｡ ただし, �新難民�の帰還は現在なお
続いており, 依然として周辺国で生活している

人々も少なくない｡

Ⅱ 調査方法と調査地の概要

前節で示したように, 独立前後以降ルワンダ

は大きな政治変動と難民の大規模な流出入を繰

り返し経験してきた｡ とりわけ1990年代のそれ

は空前の規模であった｡ これは, 農村社会にい

かなるインパクトを与えただろうか｡ 本節で

は, 筆者らの調査方法と調査地の概要について

説明する｡ 筆者らの調査は, 東部のウムタラ

(Umutara) 州ルカラ (Rukara) 県と南部のブタ

レ (Butare) 州キビンゴ (Kibingo) 県において,

それぞれひとつのセクター内で特定世帯に毎年

インタビューする方法をとっている(注23)｡ 筆者

らは1999年にそれぞれのセクターで104世帯ず

つを対象に農業経営調査を実施したが(注24), そ

のなかからルカラ県で22世帯, キビンゴ県で21

世帯を選び, 保有する土地面積の測定とインタ

ビュー調査を毎年実施することとした(注25)｡ 調

査内容は幅広く, 農業経営など社会経済的事項

から内戦時の経験などライフヒストリーに及ぶ｡

翌2000年からは, 地方行政機構の責任者である

セクター長とセル長の世帯を全て調査世帯に加

えることとし, 調査世帯はルカラ県で26, キビ

ンゴ県で25になった｡ 以下では主にこのデータ

に立脚し, 内戦後ルワンダの土地問題について

考察する｡

ウムタラ州とブタレ州という調査地は, 両者

が地理的および政治経済的に対照的な性格を有

することに鑑みて選択した｡ 調査地の位置を図

１に示す｡ ウムタラ州ルカラ県はタンザニア国

境に近いアカゲラ (Akagera) 国立公園に隣接

している｡ ルワンダは東部に行くほど標高が下

がり, 気温が上がり, 降雨量が減少する傾向に

あるが, ルカラ県の地理的条件は概ね標高が

1300～1500メートル, 年間平均気温は20～21℃,

年間降雨量は1000ミリを少し下回る程度である

[Bart 1993, 41]｡ この地域は, ルワンダ西部に

比べて気候条件が厳しく, 近年に至るまで人口

が比較的希薄であった｡ 他方, ブタレ州は, ウ

ムタラ州と比べ冷涼多雨で, 本来は地味も豊か

な農耕適地である｡ 政治的にも植民地化以前か

らルワンダ王国の中心地で, 国内で特に人口稠

密な地帯のひとつである｡ そのため農地は細分

化され, １世帯当たりの保有地面積は非常に小

さい｡

この点を統計によって確認しておこう｡ 表２
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表２ ルワンダの州別人口と人口密度

州 名 人口 (人) 面積(�) 人口密度
(人/�)

ブタレ
ビュンバ
チャンググ
ギコンゴロ
ギセニィ
ギタラマ
キブンゴ
キブエ
キガリ・ルーラル
キガリ市
ルヘンゲリ

762,735
782,230
514,279
466,576
734,690
851,288
651,887
471,066
913,481
232,733
767,531

1,837
4,761
1,845
2,057
2,050
2,189
4,046
1,705
3,002
116
1,663

415
164
279
227
358
389
161
276
304
2,006
462

合計 7,148,496 26,338 271

(出所) Re
�
publique rwandaise(1991).



に州別人口と人口密度を示す｡ ブタレ州の人口

密度は, ルヘンゲリ州に次いで高く, １平方キ

ロメートル当たり400人を上回っている｡ ウム

タラ州は内戦後につくられたためこの統計には

存在しないが, 当時ルカラ県が含まれていたキ

ブンゴ (Kibungo) 州の人口密度は全国で最も

低い｡ 土地保有の規模は, 州ごとに土地利用を

示した表３から比較できる｡ 耕作地の面積は全

国平均で0.62ヘクタールだが, ブタレ州の0.51

ヘクタールに対しキブンゴ州は1.00ヘクタール

と２倍の差がある｡ 本来ブタレ州は農耕適地で

あり, ルワンダ王国の中心部であったが, 人口

過剰と耕地面積の狭隘化に伴って生活水準は低

落している｡ 1999～2001年にかけて6450世帯を

対象に実施された貧困に関する調査によれば,

ブタレ州では住民の74％が貧困線以下の生活水

準にあると推計され, この割合はルワンダ全国

12州 (11州とキガリ市)のなかでギコンゴロ州

(77％) に次いで高い｡他方,ウムタラ州の貧困

線以下の人口比率は51％であり, これは全国で

キガリ市に次いで低い[Re
�
publique rwandaise

2002,33]｡(注26)

筆者らが実施した実態調査の結果もこれに合

致する｡ 経営地および所有地規模の推移を表４,

５に示す｡ データの連続性を考慮して, ここで

は1999年段階で調査対象に選んだ世帯について

のみ検討する｡ ここで所有地とは, 調査対象世

帯が最も優先的かつ強力な権利を持つと見なし

ている土地を指す(注27)｡ 入手方法でいえば,�相続�, �購入�, または �国からの移転�によっ
て権利を獲得した土地である｡ また �経営地�
とは当該世帯が実際に農業経営に利用している

土地で, �所有地�に �借用地�を加え, �貸与
地�を控除した面積を指す(注28)｡ 先に引用した

農業統計書には土地の貸借に関する言及はない

が, 説明を読む限り, 表３に示された耕作地面

積は経営地を意味している [Re
�
publique

rwandaise 1992, ８]｡ そのブタレ州とキブンゴ

州の数値は, 我々が調査した経営地の値 (表４,

５) からそれほど乖離していない(注29)｡���

表３ 州別世帯当たり土地利用 (1990農業年,Ａ季)
(単位：ヘクタール)

ブタレ ビュンバ チャンググ ギコンゴロ ギセニィ ギタラマ キブンゴ キブエ キガリ ル ヘ ン ゲ リ 平均

バナナ 0.15 0.20 0.10 0.09 0.09 0.22 0.38 0.06 0.17 0.12 0.16

豆類 0.12 0.22 0.09 0.17 0.09 0.13 0.33 0.18 0.19 0.18 0.17

穀類 0.02 0.08 0.05 0.05 0.10 0.02 0.06 0.17 0.06 0.16 0.07

イモ類 0.16 0.12 0.16 0.15 0.10 0.21 0.14 0.22 0.13 0.13 0.15

工芸作物 0.05 0.02 0.09 0.04 0.05 0.06 0.06 0.03 0.06 0.01 0.05

野菜・果実他 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02

耕作地面積 0.51 0.68 0.51 0.51 0.44 0.65 1.00 0.67 0.65 0.64 0.62

休閑・放牧地 0.22 0.33 0.08 0.27 0.05 0.24 0.39 0.51 0.23 0.12 0.24

可耕地面積 0.73 1.02 0.59 0.78 0.49 0.90 1.39 1.17 0.88 0.75 0.86

植林地 0.08 0.09 0.06 0.22 0.05 0.09 0.04 0.48 0.03 0.17 0.12

非可耕地・宅地 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.03 0.03 0.04 0.03

総面積 0.84 1.14 0.67 1.03 0.56 1.02 1.49 1.68 0.94 0.96 1.01

(出所) Re
�
publique rwandaise (1992, 46).

(注) Ａ季とは, 10月～３月の耕作期を指す｡ ここでは, 1989年10月～90年３月期である｡



�� ２つの調査地を比較すると, ジニ係数の差に

示されるように, キビンゴ県の方が土地保有規

模の格差が顕著だが, これには後述する土地分

割が影響している｡ ルカラ県では帰還した旧難

民がもともとの居住者との間で土地を均等に分

割するケースが多く, このため土地保有の格差

が緩和されているのである｡ キビンゴ県では,

保有地の面積が総じて小さい上に保有地格差が

大きく, ごくわずかな土地しか有していない世

帯が多い｡ 2002年の経営面積についていえば,

21世帯のうち11世帯が0.3ヘクタール以下であ

る(注30)｡ 農業以外の雇用機会がほとんどない状

況下で, この経営規模での生活はきわめて厳し

い｡

ブタレ州とウムタラ州の違いは社会経済的な

ものだけではない｡ 1990年代の内戦は両地域で

異なる展開を遂げた｡ 1994年４月に内戦が再燃

した後, ウムタラ州はすぐ RPFに制圧された｡

ルカラ県の調査地の場合, ４月末には RPFが

制圧したようである｡ 制圧は激しい戦闘を伴っ

難民帰還と土地問題
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表４ キビンゴ県調査世帯の土地保有

1999年 2000年 2001年 2002年

平均経営地面積 (㎡)
最大値
最小値
標準偏差
ジニ係数

5,191
21,858
519
4,883
0.46

4,679
16,779

0
4,085
0.45

4,787
18,114

0
4,303
0.45

4,468
17,852

0
4,363
0.49

平均所有地面積 (㎡)
最大値
最小値
標準偏差
ジニ係数

6,236
32,118
399
7,944
0.57

5,767
32,118
399
7,303
0.56

5,598
32,831
399
7,439
0.56

5,477
32,831
399
7,485
0.58

(出所) 筆者とマララの調査による｡
(注１) 調査世帯数＝21｡

表５ ルカラ県調査世帯の土地保有

1999年 2000年 2001年 2002年

平均経営地面積 (㎡)
最大値
最小値
標準偏差
ジニ係数

9,049
19,079
2,608
4,131
0.30

10,112
19,079
2,654
4,076
0.27

10,803
21,718
1,859
4,828
0.30

10,402
21,718

0
5,226
0.33

平均所有地面積 (㎡)
最大値
最小値
標準偏差
ジニ係数

7,781
19,079
300
4,350
0.36

8,497
19,079
2,015
4,098
0.32

8,552
19,079
288
4,868
0.37

8,500
19,079
288
4,836
0.37

(出所) 筆者とマララの調査による｡
(注１) 調査世帯数＝22｡



たため, ほとんどの住民は国境を越えてタンザ

ニアに逃れ, 難民キャンプで暮らすことになっ

た｡ そして, RPFが政権を樹立した７月以降,

ウムタラ州には膨大な数の旧難民が流入してき

た｡ これにはいくつかの理由がある｡ ルワンダ

東部はウガンダ, タンザニア国境に近く, 帰還

した旧難民がアクセスしやすかった｡ また, 流

入してきた旧難民に対し, 地方行政官は, 自分

の出身地への帰還に執着せず無主地が見つかれ

ばそこに入植するよう指導した｡ この旧難民に

対する指導に, 中央政府 (あるいは RPF) がど

の程度関与していたのかについて, 筆者らは十

分な情報を有していない｡ ただし, 中央の権力

がその措置を知らなかったことはあり得ないし,

少なくともそれが中央の意向に合致していたと

いうことはできる｡

RPFが旧ハビャリマナ政権との間で締結し

たアルーシャ協定では, 国外に退去してから10

年以上経過した後に帰還した難民はもともと所

有していた土地の権利を失うが, その帰還難民

に対して政府は適当な土地を与えると規定され

ている(注31)｡ ルワンダ中央部や西部の人口密度

はきわめて高い｡ 独立前後にそこを離れた難民

の土地は, 当然他の家族に占拠されている｡ そ

こに戻って自分の土地を取り戻そうとすれば,

大きな社会的軋轢を生むであろう｡ 帰還した旧

難民の規模を考えれば, 彼らが全て出身地に戻っ

たときに生じる社会的混乱は想像を絶する｡ 帰

還した難民に対し, 自分の故郷に戻って土地を

探すよりも, 空いている土地があればそこを占

拠して利用するよう勧めた地方行政の措置は,

帰還に伴う社会的混乱を恐れる中央にとっても

好ましいものだったに相違ない｡

さらに, 旧難民がルワンダに帰還した内戦終

結直後は, 膨大な数の新難民が周辺国に流出し

ていた時期である｡ ウムタラ州やキブンゴ州の

住民のほとんどはタンザニアの難民キャンプに

避難しており, 彼らが帰国するのは1996年末以

降のことであった｡ 旧難民が帰還してきたとき,

ウムタラ州やキブンゴ州には �無主地�が広がっ
ており, 彼らはそこに落ち着いたわけである｡

約２年後に戻ってきた新難民は, 自分の家と土

地が旧難民に占拠されている事態に直面した｡

ここで地方行政は, 家については新難民に戻す

よう, 土地については原則として両者が均等に

分割するよう指導した｡ こうした経緯から, こ

の地域には帰還した旧難民が数多く入植し, も

ともとその地に住んでいた人々 (新難民) との

間で土地を分割した事例が数多く観察される｡

これに対して, RPFによるブタレ州の制圧

は内戦終結直前の1994年７月に入ってからであ

る｡ キビンゴ県の住民の大半は, 国外に逃げる

ことなく, ギコンゴロ州の国内避難民キャンプ

に収容された(注32)｡ キビンゴ県から最も近い外

国であるブルンディは �トゥチが統治する国�
と見なされていたため旧政権派が逃亡できなかっ

たし, コンゴまではかなり遠かったためである｡

RPFの制圧に伴って, 避難民の流れはまず隣

のギコンゴロ州に向かい, それから旧政権派の

要人や余力がある者はコンゴまで逃げた｡ ウム

タラ州と違い, ブタレ州に大量の旧難民は流入

せず, またその大半が援助機関や政府が建設し

た集村に居住した｡ 内戦終結直後, キビンゴ県

などブタレ州の農村社会に対する帰還難民のイ

ンパクトは, それほど大きくなかったのである｡

２つの調査地において住民が異なる内戦の経

験を有したことは, 土地の入手方法からも明ら

かにできる｡ 表６と表７は, 調査世帯がどのよ

�
����



� うな方法によって土地を入手したかを示してい

る｡ ここでは, 調査世帯の所有地を対象に, 調

査世帯へのインタビューに基づいて, �相続,�購入, �国からの移転の３つに入手方法を分
類し(注33), 総面積に対するそれぞれの割合を算

出した｡ ２つの調査地では, �相続地�と �国
からの移転地�の割合が大きく異なっている｡
キビンゴ県では土地入手の圧倒的割合が家族内

の相続であるのに対して, ルカラ県では国から

権利を移転された土地が非常に大きな割合を占

めている｡ これは, キビンゴ県で �国からの移
転�に計上されるのはほぼ低湿地に限られるの
に対して, ルカラ県では旧難民が新難民から分

割によって得た土地が含まれるからである｡ 土

地分割は地方行政の指導の下に実施され, ルカ

ラ県の旧難民はそうして得た土地を, 新難民か

らではなく, �国から与えられた土地�として
認識している｡

Ⅲ 帰還難民と土地分割

ルカラ県の事例

ウムタラ州では, 旧難民と新難民の膨大な流

出入があった｡ 筆者らが1999年にルカラ県で調

査した104世帯のうち, 32世帯の世帯主が94年

以降にウガンダあるいはタンザニアから帰還し

た旧難民であった(注34)｡ この割合をそのまま敷

衍するわけにはいかないが, この地域に居住す

る旧難民の数が非常に多く, 地域住民のなかで

かなりの割合を占めることは間違いない｡ 旧難

民の数の多さを反映して, 土地分割はごく一般

的に行われている｡ 1999年以降土地を実測した

26世帯のなかでは, 12世帯の世帯主が旧難民,

11世帯がタンザニアなどに逃げた新難民(注35),

３世帯が虐殺を逃れたトゥチの家族 (いわゆる�サバイバー�) であったが(注36), 旧難民の世帯

は２世帯を除き全て分割によって土地を得てお

り, 新難民世帯のうち６世帯が内戦前に自分ま

たは父親が保有していた家族の土地を旧難民に

分割・譲渡している｡ 旧難民のうち分割によっ

て土地を獲得しなかった２世帯は, 世帯主の妻

がこの地域の出身者だったケース, および世帯

主のイトコがこの地域の出身者だったケースで,

いずれも親族の土地を獲得した｡ したがって旧

難民は, 出身地や親族の有無にかかわらず, 全

員が土地を得たことになる｡

表８に, 旧難民に対して経営地を分割・譲渡

した新難民世帯を世帯主の番号で示す｡ 分割・

譲渡した相手が調査対象世帯に含まれている場

合は, それも番号で示し, また内容についても

難民帰還と土地問題

���

表６ 所有地の入手方法 (キビンゴ県)
(％)

1999年 2000年 2001年 2002年

相続
購入
国からの
移転

82
13
5

81
13
5

80
14
6

80
15
6

計 100 100 100 100

(出所) 筆者とマララの調査による｡
(注) 調査世帯数＝21｡

表７ 所有地の入手方法 (ルカラ県)
(％)

1999年 2000年 2001年 2002年

相続
購入
国からの
移転

44
15
40

42
18
40

37
28
36

37
28
35

計 100 100 100 100

(出所) 筆者とマララの調査による｡
(注) 調査世帯数＝22｡



略述した｡ 次に, 分割・譲渡がどのような形で

行われたのか, ３つの事例を取り上げ, より詳

しく説明する｡� Ｒ60の事例

Ｒ60は1965年生まれで, 78年生まれの妻, ２

人の子供 (99年生まれの女子, 2000年生まれの女

子), そして妹の子供 (94年生まれの男子) １人

とともに暮らしている｡ 内戦前には憲兵隊に所

属しており, 首都のキガリなどで勤務した後,

内戦終結時にはコンゴ国境の街ギセニィ

(Gisenyi) にいた｡ 1994年７月に首都が RPF

に制圧されたと聞き, 戦うことなく国境を越え

てコンゴに逃げた｡ 帰国したのは, 1996年12月

のことだった｡ 故郷に帰ってみると, 自分の保

有地は旧難民のＲ52 (1941年生まれ) が占拠し

ていた｡ Ｒ60は父親からではなく1970年に死ん

だ祖父から土地を相続していたが, その土地を

Ｒ52と分割することになった｡ 分割は保有する

畑を折半する方法で行われた｡ Ｒ60は畑を５つ

相続したが, そのうち最も小さなひとつの畑

(0.03ヘクタール) を除く, ４つの畑を二等分し

た｡ 2002年８月現在, Ｒ60の経営地面積は0.97

ヘクタールで (所有地面積も同じ), 住宅建設用

に2002年に購入した土地 (0.06ヘクタール) を

除くと, Ｒ52のそれ (0.88ヘクタール) とほぼ

同じである｡ Ｒ52が土地分割の謝礼としてＲ60

に雌子牛を与えたこともあって, 両者の関係は

良好である｡ Ｒ52は前妻を亡くし独身だったが,

2001年にＲ60のイトコ (1981年生まれ) と再婚

した｡� Ｒ86, Ｒ97の事例

Ｒ86 (1971年生まれ) とＲ97 (74年生まれ) は

兄弟である｡ 1994年４月に内戦が再燃した時,

母親が RPFの兵士に殺された｡ 混乱を避けて

家族でタンザニアに逃れ, 難民キャンプで２年

以上暮らした後, 1996年12月に故郷に戻った｡

家族の土地が旧難民Ｒ91 (64年生まれ) に占拠

されていたため, これを分割することとなった｡

Ｒ86とＲ97の父親には２人の妻がいたので, 土

地を３つに分け, ３分の１を父親と第１夫人

(Ｒ86, Ｒ97の母) の子供たちが, ３分の１を第

２夫人とその子供たちが, 残る３分の１をＲ91

が利用することとなった｡ 第１夫人には, Ｒ86,

Ｒ97以外に２人の息子がおり, そのうち１人は

2002年８月現在なおタンザニアの難民キャンプ

で暮らしている｡ 彼が帰国すれば, 兄弟はさら

に土地を分割しなければならない｡ Ｒ86, Ｒ97

の家族関係を図２に､ 土地分割の概念図を図３

に示した｡ Ｒ91はウガンダ生まれの旧難民第二

世代で, 父親 (1925年生まれ) とともに94年に ����

表８ ルカラ県の調査地で土地分割を実施した新難民世帯

土地を分割・譲渡した新難民世
帯の世帯主番号

土地を得た旧難民世帯の世帯主
番号

分割・譲渡の内容

Ｒ60

Ｒ63

Ｒ71

Ｒ74

Ｒ86, Ｒ97

Ｒ52

Ｒ91

相続地を二分割
相続地を二分割
全経営地を譲渡
父親の土地を一部譲渡＊

父親の土地を分割し譲渡

(出所) 筆者とマララの調査による｡

(注) ＊父が所有していた複数の畑のうち, バナナ畑のみ二分割して半分を旧難民に与えた｡



帰還した｡ 父親の出身地はブタレ州だが, 故郷

に帰っても土地は占拠されているといわれ, ル

カラ県で見つけた �無主地�で暮らすよう地方
行政官に勧められた｡ 父親は別の家族と土地を

分割した｡ Ｒ91はミシンを使った洋裁の技術を

持っており, 最近は主たる収入をそこから得て

いる｡ 農業への依存度が減ったために, 彼は最

近になって土地の一部 (0.09ヘクタール) をＲ

86, Ｒ97の父親に7000フランで売却した｡ 2002

年８月現在, Ｒ91の所有地は0.53ヘクタールだ

が, これに対してＲ86の所有地は0.29ヘクター

ル, Ｒ97は0.26ヘクタールに過ぎず, 兄弟は生

活を支えるため借地せざるを得ない｡� Ｒ71の事例

Ｒ71の事例は, もともと保有していた土地を

全て失ったというやや特殊なものである｡ Ｒ71

(1974年生まれ) は, 85年に父親に連れられてル

カラ県に移住して来た｡ 国立公園に隣接した地

域に, 父親が土地を購入したためである｡ 内戦

前まではそこで農業を営んでいた｡ 1994年４月

に内戦が再燃するとキガリに逃げ, 96年７月に

戻ってきた｡ 帰ってきてみると, 彼らの土地を

含めた一帯は, RPFの元将校が所有する牧場に

なっていた｡ 将校は無主地の利用を行政に申請

し, それを認められていたのである｡ Ｒ71は行

政に窮状を訴えた結果, 0.44ヘクタールの代替

地を与えられた｡ しかし, 2000年になると, や

はり新難民であったその土地の所有者がタンザ

ニアから帰国したため, Ｒ71はそれを全て返還

しなければならなくなった｡ この時には, 改め

て0.74ヘクタールの代替地を与えられた｡ とこ

ろが翌2001年にはその土地の所有者も帰国し,

Ｒ71はまたも移動を余儀なくされた｡ 彼は旧難

民のように分割によって土地を得ることはでき

なかったのである｡ 2002年初頭から, 彼は妻を

残してウガンダに出稼ぎに行っている｡ その後,

元将校が牧場の一部で農民が耕作することを認

めたため, 妻はそこで自給農業を営んでいる｡

難民帰還と土地問題
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図２ Ｒ86, Ｒ97の家族関係
③○＝①△＝●②

△ △ △ △ ○ ○
④ ⑤Ｒ86 ⑥Ｒ97 ⑦

△ △ △ △ ○ ○ ○

(出所) 筆者作成｡
(注) ①父親 (1945年生まれ), ②第１夫人 (94年死亡), ③第２夫人 (74年生まれ｡ ７人の子供は全員未成年),
④兄 (68年生まれ｡ 在タンザニア), ⑤Ｒ86 (71年生まれ), ⑥Ｒ97 (74年生まれ), ⑦弟 (83年生まれ)｡

図３ Ｒ86,Ｒ97,Ｒ91をめぐる土地分割(概念図)

(出所) 筆者作成｡
(注) �図中の番号は図２の番号に対応している｡�もともとは全体が①の保有地だった｡
③とその子供
の土地

Ｒ91の土地 ⑤ Ｒ86

⑥ Ｒ97

⑦
7000Ｆで売却 ① 父親



ただし, 土地に対する権利がＲ71に戻ったわけ

ではない｡

内戦後のルカラ県では, 大量の旧難民が流入

し, もともとその地に居住していた新難民との

間で, 土地の分割・譲渡が頻繁に行われた｡ そ

の意味では, きわめて大きな社会変動があった

といってよい｡ しかし奇妙なことに, 少なくと

も末端行政の水準では, こうした土地の分割や

譲渡を社会的不安定要因として捉える声は上がっ

ていない｡ 筆者らは, 調査地のセクター長およ

び４人のセル長に対して, 旧難民による土地分

割をどう考えるか尋ねたが, その回答はいずれ

も問題ないというものだった｡ 家畜が畑を荒ら

すことで生じる住民間の紛争や, 土地配分をめ

ぐる家族内の諍いはしばしばあるものの, 旧難

民との土地分割が紛争を招く事態は生じていな

いというのが共通した答えであった｡ 共存と国

民和解のために土地分割が必要なことを住民は

よく理解しているというのである｡

確かに, ルカラ県における筆者らの調査対象

世帯に関する限り, 旧難民との土地分割をめぐっ

て紛争が発生した事例はない｡ しかしながら,

土地分割に問題がないという末端行政責任者の

発言は, 割り引いて考える必要があるだろう｡

彼らがこうした回答をする理由については第Ⅴ

節で検討するが, 農民と話をしてみれば, 土地

をめぐる緊張関係の存在にはすぐに気がつく｡

Ｒ60とＲ52のように土地分割の当事者がうまく

共存している場合もあるが, 全てが幸福な事例

ばかりではない｡ 分割によって土地を獲得した

旧難民のなかにも, 新難民が抱く不満に気づき,

不安を訴える者は少なくない｡

1994年にウガンダから帰還したR１ (1969年

生まれ) はその例である｡ 彼は土地分割によっ

て0.53ヘクタールを得たが, 筆者らに対して,

相手が不満を抱いていると説明した｡ 彼は市場

近くで商店を経営して比較的成功しており, 農

業に依存した生活を送っていない｡ 2000年に

0.81ヘクタールの土地を７万2000フランで購入

した際には, 地主の不満が大きいなら土地を返

すことも考えると述べていたが, 現在まで実行

に踏み切っていない｡ 生活が不安定であるほど,

生産手段である土地の保有は重要な意味を持つ｡

相手に不満があると知っていても, 将来的な不

安定性を考慮すれば, いったん自分のものとなっ

た土地を手放すのは難しい｡

Ｒ86とＲ97の父親に土地を売却したＲ91の事

例も, 同様の文脈で解釈できる｡ Ｒ91は, もと

もと彼らの父親が所有する土地の３分の１を分

割によって獲得した｡ Ｒ91には妻と３人の子供

がいるが, 彼自身の父親 (R101) はまた別の新

難民から土地を得ている｡ つまり, 残った土地

をさらに分割せざるを得なかったＲ86やＲ97に

比べて, 明らかに条件が良い｡ これまで両者の

間に目立った紛争は生じていないが, Ｒ91は洋

裁の仕事が軌道に乗り始めたこともあって, 土

地の一部売却を決意したのであろう｡ 彼は畑に

近接する家も手放し, 洋裁の仕事に専念すべく,

市場の近くに新宅を建設中である｡

このように見てくると, 筆者らの調査世帯の

なかではそれほど顕在化していないとはいえ,

土地をめぐる緊張関係の存在は明らかである｡

それは直接的には, 内戦というマクロな政治変

動がもたらした土地権利の不安定化に由来する｡

新難民にとって, 土地権利の不安定化は明瞭で

ある｡ 正当な権利を有する土地であっても, 彼

らは旧難民のために分割を余儀なくされた｡ 他
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方, 旧難民が獲得した土地権利にしても, 現在

の政治体制によって担保されるものに過ぎない｡

それは, マクロな政治変動によってたちまち失

われる可能性がある, やはり不安定な権利なの

である｡

Ⅳ 土地係争の顕在化

キビンゴ県の事例

ルカラ県とは対照的に, ブタレ州のキビンゴ

県では土地係争について耳にすることが多い｡

筆者らが継続的に調査している25世帯のなかで,�現在何らかの土地係争があるか�という質問
に対して12世帯が �ある�と答えた｡ その内容
概略を表９に示す(注37)｡ 土地紛争は概ね２つの

タイプに大別できる｡ 第１に家族が保有する土

地の分配をめぐる家族内の係争であり, 第２に

難民 (特に �社会革命�による難民) 帰還に伴う
係争である｡ 家族保有地の配分に関わる係争は,

従来から存在する土地係争のタイプと考えられ

る｡ 調査地の事例でいえば, 姉妹の１人が離婚

して帰郷したため土地を分与したが, その広さ

が不十分だとしてさらなる土地分割を要求され

ている事例 (Ｋ63) や, 亡夫の第二夫人から土

地分割を要求されている事例 (Ｋ65) などがあ

る｡ ただし, 家族内のもめ事とはいえ, コンゴ

に新難民として逃れていた家族の成員が帰還し

たために大幅な土地分割を余儀なくされた事例

(Ｋ66) など, その原因はしばしば内戦と難民

帰還に関連している｡

他方, 旧難民の帰還に伴う土地係争は, 今回

の内戦により直接的に関連している｡ そのいく

つかの事例の概略を記す｡� Ｋ97の事例

難民帰還と土地問題
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表９ キビンゴ県の調査地で, 土地係争を抱えていると回答した世帯とその内容概略

世帯主番号 問題発生年 内 容

１. 家族地をめぐる係争

Ｋ3

Ｋ4

Ｋ63

Ｋ65

Ｋ66

2000

2000

2002

2002

2002

移住してきたオバ, 妹に土地を分割｡
相続地に対して祖父の第二夫人が権利要求｡ 分割済み｡
姉妹がさらなる土地分与を要求｡ 係争中｡
亡夫の第二夫人が土地分与を要求｡ 係争中｡
家族成員のコンゴからの帰還に伴い土地を分割｡

２. 難民帰還が影響した係争

Ｋ1

Ｋ3

Ｋ26

Ｋ55

Ｋ56

Ｋ97

2001

2000

2002

1986

2002

2000

購入した土地に対して旧難民が権利要求｡ 係争中｡
相続地に対して旧難民が権利要求｡ 係争中｡
相続地 (世帯主の父親が行政から払い下げられた土地) に対して旧難
民が権利要求｡ 係争中｡
難民として国外で生活する間に土地を奪われた｡ 係争中｡
購入した土地に対して旧難民が権利要求｡ 係争中｡
行政からの払い下げ地に旧難民が権利要求｡ 分割済み｡

３. その他

Ｋ20 2000 借地料を払ったのに, 借地を取り上げられた｡

(出所) 筆者とマララの調査による｡



Ｋ97 (1934年生まれ) は, もともとブルンディ

国境に近い地域 (ブタレ州南部) の出身だが,

61年に現在の地に移住し, それ以来そこに住み

続けてきた｡ 移住の際, 当時のコミューンの長

から土地への権利を与えられた｡ その際, 50フ

ラン支払って権利証も取得した｡ ところが, コ

ミューンから与えられた土地はもともと1959年

に逃亡した家族のものだったため, 2000年になっ

て彼らがブルンディから帰還すると, 土地を返

すよう求められた｡ Ｋ97は移住元に長年戻って

おらず, 今さらそこで土地を得ることはできな

い｡ 結局, 自宅およびその周辺で畑として利用

していた0.23ヘクタールの土地のうち, 0.11ヘ

クタールを残して旧難民に返還した｡ Ｋ97は,

他に0.24ヘクタールの植林地を保有しているだ

けで, この土地が唯一の耕作地である｡� K56の事例

K56 (1966年生まれ) は虐殺を生き残ったトゥ

チの女性である｡ 内戦前, 夫 (フトゥ) は農業

の他に, 民芸品作りや服の仕立てなどを行い,

また自宅で酒を販売していた｡ 内戦が再燃する

と, 夫は家に隠れるようK56に命じ, 彼女は何

とか虐殺を免れた｡ 内戦後, 夫とともにギコン

ゴロ州の国内避難民キャンプに逃げた｡ キャン

プからキビンゴ県に戻った後の1995年３月, 夫

は逮捕され, 現在なお収監されている｡ 彼女の

父親や兄弟が虐殺の犠牲になったため, 彼女は

内戦後に隣のセクターにある2.76ヘクタールの

土地を相続した｡ この土地取得のため, K56は

1999年から2002年まで一貫して, キビンゴ県の

調査世帯のなかで最大の土地所有者である｡ た

だし, 父親や兄弟から相続した土地の大部分は

他人に貸しており, 彼女が自分で経営する土地

はずっと少ない｡ 2002年の経営地は, 家の周り

を中心とする0.80ヘクタール (うち夫の相続地

0.21ヘクタール, Ｋ56本人の相続地0.28ヘクター

ル, 夫の購入地0.25ヘクタール, 国からの権利移

転地0.06ヘクタール) であった｡ このうち, 夫

が1989年に購入した0.03ヘクタールについて,

2002年に帰還難民との間で係争が起こった｡ そ

れはもともと1960年に亡命した者の土地であり,

それを行政から払い下げられた男がK56の夫に

売却したものだった｡ 現在, 帰還難民が土地を

全て占拠しているので, K56は県に申し立てを

して裁定を仰いでいる｡ 通常なら金銭や土地の

形で何らかの賠償があるはずで, 帰還難民が全

て取り上げるのは問題だと彼女は主張している｡� K55の事例

K55 (1927年生まれ) は, キビンゴ県の調査

世帯のなかで唯一, ルワンダの独立直後から長

期の難民生活を経験している｡ 彼はフトゥだが,

独立時には王党派の政党ルワンダ国民連合

(Union nationale rwandaise: UNAR) の支持者

であった｡独立直前にフトゥ解放運動党 (Parti

du mouvement de l'e
�
mancipation Hutu: PARM-

EHUTU) が権力を握ると, 他政党の支持者に

対する迫害が始まり, 彼も脅迫を受けて1961年

８月にタンザニアへ逃げた｡ タンザニアの暮ら

しはそれなりに安定していたが, 母親をキビン

ゴ県に残してきたことが心残りで, 1986年にこ

の地に戻ってきた｡ その時, 難民となって逃亡

する以前に購入した土地が他人に占拠されてい

ることを知ったが, 帰還したばかりで立場が弱

く, 土地返還を要求すると逆に長期の亡命を理

由に逮捕すると脅された｡ 内戦終結後, その土

地を返してもらうようセクターに要求し, 現在

係争中である｡

上記の事例から, キビンゴ県で最近頻発して

�
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いる旧難民との土地紛争の特徴がいくつか浮か

び上がる｡ ここでは３点指摘しておきたい｡ 第

１に, 現在の土地紛争の根本的原因が �社会革
命�を契機とした難民流出にあることである｡
難民として去った後に残された土地がその後地

方行政に没収され, 他の小農へと再分配された｡

内戦後に帰還し, この地域に戻ってきた旧難民

は, 失われた権利の回復を求めている｡ 他方,

かつて地方行政から土地を与えられた小農たち

は, 自らに落ち度があったわけではない｡ マク

ロの政治変動が, 結果として彼らに土地を与え,

また奪ったのである｡ 第２に, 難民流出から帰

還まで約30年の時間が経過したため, 難民が残

した土地が再分配された後に相続や売買を経る

ことも多く, 権利関係が複雑化していることで

ある｡ 地片に対する権利関係が複雑化し, そこ

に何らかの権利を主張する人間が増えるほど,

土地をめぐる紛争が発生しやすく, その解決は

困難になる｡ 第３に, 土地紛争の当事者と特定

のエスニック集団を結びつけるのは必ずしも妥

当ではないということである｡ 確かに, 旧難民

のほとんどがトゥチであり, 旧難民から土地権

利を要求されている側にはフトゥが多い｡ しか

し, K55のように独立前後に難民として流出し

た人々の中にもフトゥはいるし, K56のように

旧難民から土地の返還を求められているトゥチ

もいる｡ ルワンダで生起するあらゆる社会現象

はエスニシティーの文脈で解釈される傾向があ

るが, 土地紛争の当事者を特定のエスニック集

団に重ねて理解することは時に大きな誤解を招

く｡

Ⅴ 土地問題と地方行政

２つの調査地を比較すると, いずれも土地問

題に直面しているものの, その表出の仕方には

相違がある｡ とりわけ, セル長やセクター長と

いう末端行政責任者の態度や認識は大きく異なっ

ている｡ ウムタラ州ルカラ県において, 彼らが

土地紛争の存在を否定し, 土地分割に伴う問題

は生じていないと説明したことは前述したとお

りである｡ これに対して, ブタレ州キビンゴ県

では, 末端行政責任者が土地係争 (とりわけ旧

難民が関係したもの) の頻発とその深刻さを認

識し, 我々調査者にもそれを強調することが多

かった｡ この差異は何に由来し, どのような意

味を持つのだろうか｡

この要因として, すでに２つの点について簡

単に述べた｡ すなわち, 地域の経済条件と旧難

民流入時期の相違である｡ 第Ⅱ節で示したよう

に, ブタレ州ではもともと農民の保有地が一般

にきわめて狭隘であり, 生活水準も相対的に低

い｡ そこに内戦以降, 旧難民の土地権利要求と

いう不安定要素が加わったことが, 地方行政責

任者の危機意識の背後にある｡ ウムタラ州にし

ても決して豊かではないが, ブタレ州の状況は

土地権利要求を掲げる旧難民を受け入れるには

あまりに脆弱である｡ 先に示した事例でも, 分

割後のＫ97の耕作地面積はわずか0.11ヘクター

ルとなったし, 旧難民から土地返還を求められ

ているK26の相続地は0.13ヘクタールに過ぎな

い(注38)｡ ルカラ県と比較すれば, キビンゴ県の

旧難民の数は絶対的にも相対的にも少ないが,

彼らの存在がもたらす社会的インパクトは甚大

であるといえよう｡
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加えて, キビンゴ県で旧難民に関連した土地

係争が増加したのは, 最近のことである｡ ルカ

ラ県の場合, 旧難民は新難民が周辺国に逃亡し

ている間に土地を占拠していたため, 土地分割

のピークは新難民が帰還した1996～97年であっ

た｡ しかし, キビンゴ県では内戦直後に旧難民

が大量に流入することはなかった｡ 彼らがこの

地に戻り, 土地返還を要求するようになったの

はここ２～3年のことであり, それに伴い最近

になって土地係争が増加したのである｡ この時

期的なズレが, 地方行政担当者の態度や認識に

影響を与えた可能性は高い｡

２つの調査地における土地問題のタイムラグ

は, 重要な論点を提起する｡ それは, 大量の旧

難民帰還の影響が初期の受け入れ地域にとどま

らず, 全国的に土地をめぐる係争が増大しつつ

あると考えられることである｡ キビンゴ県に戻っ

てきた旧難民の多くは, 周辺国から直接帰還し

たのではなく, ウムタラ州やキブンゴ州など他

地域でしばらく暮らした後に自分の生まれ故郷

に戻ってきた｡ これは, 彼らが新難民と土地を

分け合って暮らすより, 正当な土地権利を主張

できる故郷での生活を選んだためであり, 多く

の場合, 新難民との諍いを避けた結果である｡

キビンゴ県での旧難民に関連した土地係争の増

加は, 東部など他地域での土地係争の増加をも

反映している(注39)｡ 他地域での定住に失敗した

人々がこの地に移動し, そこで多くの場合貧し

い人々との間に土地をめぐる紛争を引き起こし

ているのである｡

上記２つの要因とともに, あるいはそれ以上

に, 地方行政担当者の認識や態度の相違を説明

するのは, 彼ら自身の出自である｡ 表10に, ２

つの調査地でどのような人物がセクター長やセ

ル長を務めているかを示した｡ 一見して大きく

異なるのは, 旧難民の存在である｡ 1999年の調

査開始時から2002年３月の地方選挙までの期間

を取ると, ルカラ県ではセクター長と３人のセ

�
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表10 調査地における地方行政責任者 (1999年～2002年３月)

世 帯 主 本人の
エスニシティー

内戦前の居住地 内戦時の経験
番号 生年 性別

ルカラ県
セクター長
セル長１
セル長２
セル長３
セル長４

Ｒ3

Ｒ29

Ｒ105

Ｒ106

Ｒ107

1955
1949
1960
1947
1963

男性
男性
男性
男性
男性

トゥチ
トゥチ
トゥチ
トゥチ
トゥチ

ウガンダ
ウガンダ
現在と同じ
ウガンダ
タンザニア

旧難民
旧難民
タンザニアに避難
旧難民
旧難民

キビンゴ県
セクター長
セル長１
セル長２
セル長３
セル長４

Ｋ108
Ｋ1
Ｋ105
Ｋ106
Ｋ107

1970
1943
1957
1963
1971

男性
男性
男性
男性
男性

トゥチ
フトゥ
トゥチ
フトゥ
フトゥ

現在と同じ
現在と同じ
現在と同じ
現在と同じ
ブルンジ

ブルンジに避難
国内に避難
ブルンジに避難
国内に避難
ブルンジにいた

(出所) 筆者とマララの調査による｡
(注) ルカラ県のセル長２, キビンゴ県のセクター長およびセル長２は �サバイバー�である｡



ル長が旧難民であり, 残る１人のセル長は �サ
バイバー�であった｡ 2002年の選挙でセル長だっ

た �サバイバー�がセクター長となったが, そ
の後任に選出されたセル長はやはり旧難民であっ

た｡ この地域の地方行政機構に, 旧難民が占め

る比率は非常に高い｡ 土地分割の当事者である

旧難民が地方行政機構をほぼ独占している状況

では, もう一方の当事者である新難民が土地分

割に不満を抱いていたとしても, それが行政ルー

トを通じて表出する可能性は低いだろう｡

これに対して, キビンゴ県の地方行政担当者

に旧難民はいない｡ 同じ期間の地方行政責任者

は, セクター長が �サバイバー�, ４人のセル
長のうち３人がフトゥ, １人が �サバイバー�
であった｡ 彼らはいずれも内戦後に初めて地方

行政責任者の役職に就いたが(注40), 自分自身が

旧難民ではないから, 旧難民の土地要求によっ

て生じる問題を他人に説明しやすい｡ 彼らも旧

難民に対する土地分割は不可避だと考えている

が(注41), それが引き起こす問題にも敏感なのだ

と考えられる｡

結 び

1994年の内戦終結後, RPFの政権樹立に伴っ

て, 短期間に膨大な数のルワンダ難民が自発的

に帰還した｡ RPFの強力な支持基盤である彼

らは, 土地分割という強引な方法によって土地

を獲得した｡ この方法は地方行政の主導で実施

された｡ 中央政府や RPFの幹部がどの程度こ

の政策に関わったかは今後の調査課題だが, 全

く関与していないとは考えにくい｡ 旧難民が全

て出身地に帰還した場合に生じるであろう混乱

を回避することは, 政府にとって至上命題だっ

たはずである｡ 新難民が流出した後の �無主地�
を占拠するよう旧難民に指導し, その上で約２

年後に帰還してきた新難民との間で土地を分割

させるという方法は, 旧難民帰還のインパクト

を比較的受け入れやすい地域に留め, 混乱の拡

大を回避するための策として選択されたと考え

られる｡

こうした強引な施策が比較的スムーズに実施

された理由として, ２つの要因が重要である｡

第１に, 利害当事者である旧難民が地方行政に

きわめて強い影響力を持っていたことである｡

この点は, ルカラ県で明瞭である｡ セル, セク

ターという末端地方行政の責任者は, 旧難民の

独占状態に近い｡ 土地分割を進め, また住民の

不満を抑えるうえで, 彼らはきわめて重要な役

割を果たした｡ 第２に, 旧難民を組織の中核に

置く RPFが武力によって政権を掌握したとい

う事実である｡ キビンゴ県のように末端地方行

政のポストを直接旧難民が占有しない場合でも,

土地分割という旧難民に有利な政策に RPFが

前向きなことは明らかで, その事実はこの施策

の大きな推進力となった｡ 土地分割を進める地

方行政とRPFとの密接な関係は, この施策のス

ムーズな実施と住民の不満抑止に効果的だった

のである｡

内戦終結以降今日に至るまで, 土地をめぐる

大規模な暴力的紛争は発生していない｡ この事

実は, 内戦直後に50万人を越える旧難民が帰還

し, 彼らのほとんど全てが土地分割を通じて耕

作地を獲得したことを考えれば, 驚くべきこと

である｡ 内戦に勝利した RPFが主導する強権

的な政治手法は, 戦後のルワンダに一定の政治

秩序をもたらすことに成功したといえよう｡

ただし, RPFが帰還難民の土地問題を成功
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裡に処理し得たと評価できるかどうかは別問題

である｡ むしろ, 現在明らかになりつつあるの

は, RPFの強権的な政治手法の限界であろう｡

それを端的に示すのが, キビンゴ県において旧

難民に関わる土地係争が増大している事実であ

る｡ これは, 従来旧難民を集中的に受け入れて

きた地域で土地をめぐる緊張が高まり, 旧難民

が正統な土地権利を主張できる自らの出身地へ

と移動してきたことを意味している｡ 強権的な

政治体制下で抑制されてきた土地をめぐる緊張

関係は, 現在全国に広がりつつあるといえるだ

ろう｡ 土地をめぐる問題は農民の生存に関わる

ため, 強権的な政治手法でいつまでも抑圧でき

るものではない｡

最後に, ルワンダの事例が難民帰還をめぐる

問題一般に有する含意を述べておこう｡ 長年他

国で暮らした難民が, 故国で生じた政治変動に

伴って, 大量かつ短期間のうちに最貧国に向け

て帰還するというこの事例は, 難民帰還が引き

起こす諸問題を考えるうえで �モデルケース�
といえる｡ そうした見地から見た場合, 難民帰

還に伴う２つの留意点を導出することができよ

う｡ 第１に, 深刻な土地紛争は難民帰還に伴う

構造的問題として捉える必要があるということ

である｡ 難民の多くは発展途上国に存在するが,

そこで土地は生産手段として固有の重要性を有

する｡ 住民の多くは農民や牧畜民として土地を

必要とし, 第１次産業以外の雇用も少ない｡ 人

口増加によって土地の希少性は一般に増してい

るし, 難民生活による長期の不在は土地の権利

関係を錯綜させ, 土地係争を惹起させやすくす

る｡ 難民帰還が深刻な土地問題を引き起こす可

能性は常に考慮されるべきである｡ 第２に, 帰

還難民が紛争当事者と政治的な結びつきを持つ

可能性に留意すべきだということである｡ 難民

の流出入が武力紛争の帰趨としばしば密接に関

連する以上, 難民が紛争当事者の支持母体とな

ることは十分あり得ることである｡ 難民の一部

が紛争当事者になることもあるだろう｡ この文

脈で考えれば, 難民にとっての国内政治環境が

好転すれば自発的帰還が進むことになる｡ この

時, 帰還した難民は時の政治権力と結びついて,

元々の居住民以上の厚遇を受けるかも知れない｡

しかし, 難民帰還が元々の居住民に過度の犠牲

を強いるなら, それは新たな政治的不安定や武

力紛争への火種になりかねない｡ 帰還した難民

と彼らを受け入れた住民との和解と統合, そし

て両者の生活改善が実現しなければ, 難民問題

は形を変えて存続し続けるだろう｡ 自発的帰還

を推進する国際社会は, 以上の点に自覚的でな

ければならない｡

(注１) 難民および無国籍者の地位に関する国連

全権会議で1951年に採択された �難民の地位に関す
る条約�において, 難民は �人種, 宗教, 国籍若し
くは特定の社会的集団の構成員であること又は政治

的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十

分に理由のある恐怖を有するために, 国籍国の外に

いる者�(第１章第１条Ａ) と定義されている [大沼・
藤田 2001, 86]｡ したがって, 迫害のおそれがなく

とも紛争や治安悪化に伴って国外に逃れた人々や,

国内で避難生活を送っている人々はこの定義に含ま

れない [広部 1994；栗野 1992, 41]｡

(注２) 以下, 本稿において �難民�という言葉
は, 狭義の難民 (いわゆる条約難民) ではなく, 後

述する OAU条約の定義と同様に, 武力紛争を避け

るために国外に逃れた人々を含むものとする｡ ただ

し, 通常の居住地から逃れたものの国内に留まって

いる人々については �国内避難民�の言葉を当てる｡
(注３) 本稿において, �アフリカ�は, 引用部分
を除き, サハラ以南アフリカを指す｡���



(注４) �アフリカにおける難民問題の特定の側面
を律するアフリカ統一機構条約�(1969年9月10日採

択) 第１条｡ 邦語訳として, 浦野 (1982, 1191-1195)

がある｡

(注５) クリスプは, 近年のアフリカにおける難

民問題の特徴のひとつとして, 難民の大規模な流出

入が同時に発生することを挙げている [Crisp 2000,

159]｡

(注６) 難民問題へのアプローチの変遷について

は, 二宮 (1997), Chimni (1999), 山本 (2002) な

どを参照｡

(注７) 国連難民高等弁務官事務所 (2001) にお

いても, ルワンダの難民問題に関して詳細な報告と

省察がなされているが, 国外に流出した難民に関す

るものであり, 帰還民については全く触れられてい

ない｡

(注８) ルワンダではもともと集住する習慣がな

かったが, 内戦後は帰還難民向け緊急援助によって

集合住宅が建設され, 政府もインフラ整備などの効

率性を理由として集村化を推進した｡ こうした集村

はルワンダ語でイミドゥグドゥ (imidugudu) と呼

ばれる｡ 集村化政策に関する先行研究として,

Hilhorst and van Leeuwen (1999； 2000) , van

Leeuwen (2001) がある｡

(注９) 筆者は1999年以来, ルワンダの研究機関

である科学技術研究所 (Institut de Recherche

Scientifique et Technologique: IRST) 研究員のマ

ララ (Jean Marara) 氏とともに, 内戦後ルワンダ

の農村変容に関する共同研究を実施している｡

(注10) 従来, 難民研究の中心は国際法の分野で

あったが, 1990年代以降は現実的必要性を背景に研

究が大きく進展し, 社会学, 政治学, 人類学など多

様なアプローチからの分析が増加している [Zetter

2000]｡ それに伴って難民帰還問題を扱う研究も現わ

れているが, 難民帰還が受け入れ社会に与える影響

についてはあまり分析されていない｡ アフリカにお

ける難民帰還を扱った研究として, Adelman and

Sorenson (1994), Allen and Morsink (1994), Allen

(1996) などがある｡

(注11) UNDPの人間開発指数ランク (2002年)

によれば, ルワンダは173カ国中162位の位置にある

(http://www.undp.org/hdr2002/)｡

(注12) UNHCRの近年の政策文書においては, こ

の“protracted refugee”対策が重要視され, 頻出す

る傾向にある｡ 例えば, Executive Committee of the

High Commissioner's Program (2001) などを参照｡

(注13) ルワンダの土地紛争, とりわけその歴史

的展開については, Adriaenssens (1962), Andre
�

and Platteau (1996), Andre
�

and Lavigne-Delville

(1998), 武内 (2001) などを参照｡

(注14) ルワンダのエスニシティーについて詳述

する紙幅はないが, 重要な点のみ略述しておく｡ ル

ワンダの人口は, フトゥ, トゥチ, トゥワという３

つの集団に分かれ, それぞれ全体の８割強, １割強,

１％程度を占める｡ ３つの集団は同じ言語を話し,

同一地域に居住する｡ エスニック集団間の関係は,

植民地統治下で大きく変容した｡ 植民地期の諸政策

を通じ, それまで曖昧だった集団間の境界が強化さ

れ, 集団を単位とする敵対意識が醸成された｡ 植民

地末期の �社会革命�は, 植民地期に進行した一連
の社会変容の帰結である｡ 植民地化以前のエスニッ

ク集団間関係について, 詳しくは武内 (2000) を参

照｡

(注15) 独立前後の政治過程については ,

Lemarchand (1970), Reyntjens (1985) を参照のこ

と｡

(注16) 1963年末までの難民総数について, ルマ

ルシャンは13万人, リュガンは20～30万人, レイン

ツェンスは30万人と記述し [Lemarchand 1970, 172；

Lugan 1997, 436；Reyntjens 1985, 455], UNHCR

は64年時点で33万6000人と推計している [Prunier

1995, 62]｡

(注17) 1959年に �社会革命�が勃発する直前の
ルワンダの人口は約260万人であった｡ 一般にいわれ

るように全人口の14％をトゥチが占めるとすれば,

その数は34万4000人となる｡ 1959年から64年の間に

トゥチの40～70％が国外に流出したといわれている

から, それは13万7600人～24万800人ということにな

る｡ この時難民化したのはトゥチだけではないから,

大まかにいって15万～25万人が流出した可能性が高
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い｡ 以上の計算は, Mamdani (2000, 339, Footnote

6) を参考にしている｡

(注18) 大きな政治変動に付随する難民流出は

1973年にも起こっている｡ これは, 1962年の独立以

来ルワンダを率いたカイバンダ (Kayibanda) 政権の

弱体化と, 隣国ブルンディの政治不安によって引き

起こされた｡ ブルンディではその前年, クーデタ未

遂をきっかけに, フトゥを中心として10万人以上が

虐殺される事件が勃発していた｡ これを受けてルワ

ンダでも緊張が高まり, 1973年２月にはトゥチ排斥

運動が都市部で組織された｡ フォーマルセクターの

労働者や大学生などが標的となり, 教育程度の高い

人々が職場や学校から追放された｡ 同年7月, やはり

フトゥ・エリートのハビャリマナ (J.Habyarimana)

将軍が, この混乱を収拾するという口実でクーデタ

を起こし, カイバンダ政権を打倒した｡

(注19) �コミューン�は地方行政単位の名称｡
2001年以降, 県 (District) に改編された｡ 注 (23)

も参照｡

(注20) 1960年代末, オボテ (A.M. Obote) 政

権はウガンダ内のルワンダ系住民を追放しようとし

た｡ オボテを倒して成立したアミン (I. Amin) 政

権は, 逆にルワンダ系住民を軍や秘密警察に登用し

た｡ このため, 1980年に復権したオボテ大統領はル

ワンダ系住民を抑圧し, それが彼らのゲリラ活動を

促した [Mamdani 2000]｡

(注21) 原表ではそれぞれ“old caseload return-

ees”,“new caseload returnees”と表記されている

が,本稿ではルワンダにおいて一般に用いられる“old

refugees”,“new refugees”という用語を訳す形で,�旧難民�, �新難民�という用語を用いる｡
(注22) 表１は, ２種類の難民帰還の大まかな規

模と時期的なズレを確認するためのものだが, そこ

に示された数値に関しては若干の留保が必要である｡

とりわけ, 1994年の数値は疑わしい｡ UNHCRは1993

年におけるルワンダ難民の数を44万7900人としてお

り [国連難民高等弁務官事務所 2001, 250], これは

当時の旧難民の数と考えられるが, 表に示された94

年の旧難民帰還数とは大幅な隔たりがある｡ また,

ルワンダ国内の人口が1960年から94年の間におよそ

３倍になっていることから, もし独立前後に20万人

が流出したとすれば, 94年頃には60万人前後になっ

ているだろう｡ いずれにしても, 表１に示された旧

難民帰還数 (90万人) は大きすぎる｡ また, 同じく

1994年の新難民帰還数 (20万人) についても, 当時

はほとんどの新難民が帰還に消極的であったことを

考えれば, 過大評価であるように思われる｡

(注23) ルワンダの地方行政単位は, 末端から中

央に向けて,“Cell”,“Sector”,“District”,“Prefecture”

と続く｡ 本稿ではそれぞれ, �セル�, �セクター�,�県�, �州�と訳す｡ 居住人口は, 概ねセルが数百～
千人くらい, セクターが数千人, 県が数万～十数万

人, 州が数十万～百万人を越える程度である｡

(注24) 調査結果については, Takeuchi and

Marara (2000) を参照のこと｡ ただし, 土地面積に

関するデータはその後の調査で修正を加えており,

本稿で示すデータとの間で数値が異なる場合がある｡

本稿の数値の方が正確である｡

(注25) 1999年当時のルカラ県における調査対象

セクターの総人口は5050人, 総世帯数は不明, キビ

ンゴ県の調査対象セクターの総人口は3980人, 総世

帯数は1002であった (各セクター長の調査による)｡

調査世帯は, セクター内の各セルから万遍なく選ぶ

よう留意した｡ ルワンダでは一般に人々は集住せず,

丘のあちこちに散居しているので, 特定地域に集中

しないよう調査対象世帯を選んだ｡ 集住地の場合は,

数軒に一軒ずつ調査世帯を選ぶようにした｡ 保有地

面積の測定とインタビュー調査を継続的に行う世帯

は, 各セクター104世帯のうちから20世帯を目処とし

て選定し, 調査内容を説明したうえで, 了解を得た

世帯を調査対象とした｡ キビンゴ県の方が１世帯少

ないのは, ルカラ県よりも土地が分散していて面積

測定に時間がかかり, 同数の調査ができなかったた

めである｡

(注26) この調査では, ６万4000ルワンダ・フラ

ン (2001年価格) を貧困線としており, １年間に成

人１人当たりそれ以下の収入あるいは消費水準しか

ない世帯の割合を算出している｡ 2001年８月の為替

レート (１USドル≒430ルワンダ・フラン) で計算

すると, この貧困線は概ね150USドルに当たる｡
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(注27) したがって, ここでいう所有地に対する

当該世帯の権利は, いわゆる近代的所有権と一致し

ないことに注意されたい｡

(注28) ここで, �相続�は家族地の移転, �購入�
は現金を支払っての土地獲得, �国からの移転�は行
政の許可を得て土地に対する権利を得ること, �借用�,�貸与�は一時的な土地貸借 (対価の支払いを伴う場

合も, 伴わない場合もある) を意味する｡

(注29) 筆者らの調査では, キビンゴ県では平均

所有面積が平均経営面積を上回り, ルカラ県ではそ

れが逆になっている｡ これは, キビンゴ県の調査世

帯の中に, 親族が虐殺されたために広大な土地を相

続し, そのほとんどを他人に貸与しているやや特殊

なケース (後述するK56) が入っているためである｡

土地を貸す世帯より借りる世帯の方が多いので, 所

有地面積より経営地面積の方が大きいことが普通で

ある｡ また, 多数の小規模な土地所有世帯が少数の

大土地所有世帯から土地を借りることが多いため,

経営地面積の格差は所有地面積の格差より縮小する｡

ジニ係数を比較すれば, 後者の特徴は２つの調査地

のいずれにおいても確認できる｡

(注30) ただし, 土地を全く所有しない世帯は存

在しない｡

(注31) アルーシャ協定において, 難民に関する

合意は1993年6月９日付けでなされ, その第4条にこ

の規定がある｡

(注32) ギコンゴロ州のキベホ県には, 巨大な国

内避難民キャンプが存在した｡

(注33) それぞれの区分の定義については, 注

(28) を参照のこと｡

(注34) ここで �世帯主�とは, 経済的な意味で
世帯を主に支える者を指し, 夫婦の場合は便宜的に

夫を指す｡ 32名の世帯主のうち, ウガンダからの帰

還者が30, タンザニアからの帰還者が２であった｡

(注35) ここには後述するＲ71のように, 内戦の

際キガリに逃れた者も含まれている｡ 彼らは厳密に

は国内避難民だが, 国外に逃れた人々と共通した経

験を有していることから, ここでは新難民に含めて

おく｡

(注36) 内戦以前からルワンダに居住し, 隠れた

り, 国外に逃亡したりして1994年の虐殺を逃れたトゥ

チの人々は �サバイバー�と呼ばれる｡ 虐殺の際に
命を狙われたフトゥも多いが, �サバイバー�という
言葉は, 専らトゥチに対してのみ用いられる｡

(注37) 表９には, 質問に対して �土地係争があ
る�と回答した世帯のみを掲載している｡ その他に
も, 調査期間中に自己保有地を大幅に減らした例と

しては, イトコに対して自分の土地の半分以上を分

割したG94の事例や, 離婚に伴って前妻に土地を半分

割譲したG37の事例などもあるが, 本人が係争と受け

止めていないために表には載せていない｡

(注38) K26は, 1999～2001年まで相続した0.13ヘ

クタールの土地だけで農業経営を行っていたが,

2002年に0.03ヘクタールの土地を借りた｡ いずれに

せよきわめて狭隘な耕地しか持たないことに変わり

はない｡

(注39) 集村に関する実態調査の一環として, キ

ビンゴ県に帰還した旧難民に対するインタビューを

実施したマララは, 同様の事例をいくつか報告して

いる｡

(注40) ２つの調査地ではいずれも, 内戦前後で

地方行政担当者が全面的に入れ替わり, 内戦前のセ

クター長やセル長はいずれも虐殺に関与したとして

逮捕収監されたり, 周辺国に逃亡したりしている｡

これは多くの地域で同様であろう｡ 新たに選出され

た地方行政担当者には, 総じて旧難民や �サバイバー�
などRPF政権の中核を占める人々 (旧難民) に近い

社会的カテゴリーが多い｡

(注41) キビンゴ県調査地のセクター長は, 旧難

民が土地を要求した場合の分割原則を次のように説

明した (2002年８月16日聞き取り)｡ 現在の土地所有

者が, �問題の土地に居住しておらず, 他に所有地
を持っている場合には, 問題の土地を全て旧難民に

与える｡ �問題の土地に住んでいても, 他に所有地
がある場合は, 現在の所有者が住む家の周りに畑を

少々残して, その他は旧難民に与える｡ �問題の土
地に住んでおり, 他に所有地がない場合には, 両者

で均等に分割する｡

難民帰還と土地問題
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[付記] 本研究の現地調査は, 平成11年度につい

てはアジア経済研究所地域基本課題事業および文

部省科学研究 (国際学術研究) �アフリカ小農およ
び農村社会の脆弱性増大に関する研究�の, 平成
12年度と14年度は文部省科学研究 (基盤研究(A)

(1)) �アフリカの農村貧困問題に関する社会経済
史的研究�の, 平成13年度は文部省科学研究 (基

盤研究(B)(1)) �難民をめぐる社会・政治的諸力の
相互作用 アフリカ北東部・大湖地方における,

強制移住, 国家, 国際機関・NGO �の補助金
によって可能となった｡

(アジア経済研究所地域研究第２部副主任研究員)
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